
加盟国体殿

下請取引の適正化について

日薬連発第 864号

2019年 11月 18日

日本製薬団体連合会

(押印省略)

標記について、経済産業大臣、公正取引委員会委員長より、別添のとおり要

請がありましたので、貴団体加盟企業に周知方よろしくお願いいたします。
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令和元年 11月 15日

経済 産業 大

下請取引の適正化について

公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(昭

和 31年法律第 120号。以下「下請法」といいます。)に違反する行為に対し

て厳正に対処するとともに、同法の普及啓発を行っております。

く中小企業の取引環境>

我が国経済は緩やかな回復基調にあり、企業収益の拡大や倒産件数の減少が

続くなど、経済の好循環が浸透する一方、度重なる災害をはじめ、人手不足の深

刻化、労働生産性の伸び悩みなど、中小企業を取り巻く環境は厳しい面もありま

す。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の

資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を

早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さない

ようにすることが必要です。

く下請法の理解と下請代金支払の適正化>

経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくこ

とが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、

平成 28年 12月には、違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資する

よう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、親事業者による下請代金の

支払についても以下の事項を旨とした通達を発出しました。

0 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること

0 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることが

ないよう下請代金の額を十分に協議すること

0 手形サイトは、将来的に 60日以内とするよう努めること

引き続き、下請取引の適正化に取り組むよう、親事業者となる会員に対して周

知徹底するよう要請いたします。




















